
◎信託業法 
（平成一六年一二月三日法律第一五四号）   

一、提案理由（平成一六年一一月九日・衆議院財務金融委員会） 

○伊藤国務大臣 ただいま議題となりました信託業法案の提案理由の説明に先立ちまし

て、一言申し上げます。 

 本法案に二カ所の誤りがありましたことにつきましては、まことに遺憾であり、深く

おわびを申し上げます。 

 今後、再発防止を徹底し、法案作成に当たり万全を期してまいる考えでありますので、

よろしく御理解をいただきますようお願いを申し上げます。 

 引き続き、信託業法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図

りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託

制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資する

ことを目的として、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、あらゆる財産権について信託を可能とするため、受託可能財産の制限を撤廃

することとしております。 

 第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に

応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や

受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとし

ております。 

 第三に、知的財産権を初めとした信託活用のニーズにきめ細かく対応するため、グル

ープ企業内での信託業や大学等の技術移転事業を行う承認ＴＬＯによる信託業を認める

こととしております。 

 第四に、信託サービスの提供チャネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信

託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等の

サービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を

確保するための規定等を整備することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一六年一一月一六日）   

○金田英行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図

りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行おうとするものであ

り、以下、その概要を申し上げます。 



 第一に、あらゆる財産権について信託を可能とするため、受託可能財産の制限を撤廃

することとしております。 

 第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に

応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や

受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとし

ております。 

 第三に、信託サービスの提供チャネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信

託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等の

サービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を

確保するための規定等を整備することとしております。 

 本案は、第百五十九回国会に提出され、去る四月二十二日の本会議において趣旨説明

及び質疑が行われた後、同日当委員会に付託されましたが、以後、今国会まで継続審査

に付されていたものであります。 

 今国会におきましては、去る十一月九日伊藤国務大臣から提案理由の説明を聴取した

後、十日より審議に入り、十二日には参考人の意見聴取を行うなど審査を進め、同日質

疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 受託可能財産の範囲の拡大及び信託業の担い手の拡大にあたっては、受託者保護を

図るため、信託会社に対し適切な法令遵守体制を整備するよう指導・監督すること。 

一 過去、一部信託銀行について、忠実義務、善管注意義務及び分別管理義務等の法令

遵守体制に重大な問題があったことから、過去の事例を踏まえ、より適正な業務遂行

がなされるよう努めること。 

一 さらなる投資家保護を図るため、金融サービス法等の機能別・横断的な考え方に立

った投資家保護法制の整備について引き続き検討すること。 

一 投資家保護法制の整備に向けた検討に併せて、金融・資本市場における健全な取引

を確保する観点から、米国の証券取引委員会（ＳＥＣ）を含む諸外国の事例等も参考

に、引き続き市場監視機能等の強化について検討すること。 

一 次期法改正に際しては、来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、

高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一六年一一月二六日）   

○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応し国民経済の健全な発展に資す

る観点から、受託可能財産の範囲や信託業の担い手を拡大しつつ、信託の利用者の保護

を図るため、信託に関する取引の公正を確保しようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、信託業への具体的な参

入基準、信託市場の拡大の見通しと検査・監督体制整備への取組、知的財産権の客観的

評価基準の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月二五日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 受託可能財産の範囲の拡大及び信託業の担い手の拡大に当たっては、受益者保護を

図るため、信託会社に対し適切な法令遵守体制を整備するよう指導・監督すること。

また、信託の対象となる権利や財産の価値や内容の公正性、客観性を確保する観点か

ら、専門家の活用を含め、適切な対応を検討すること。 

一 過去、一部信託銀行について、忠実義務、善管注意義務及び分別管理義務等の法令

遵守体制に重大な問題があったことから、過去の事例を踏まえ、より適正な業務遂行

がなされるよう努めること。 

一 新たな投資サービスの登場に伴い、投資家保護の充実の必要性が一段と高まってい

ることを踏まえ、金融サービス法等の機能別・横断的な考え方に立った投資家保護法

制の整備について引き続き検討すること。 

一 投資家保護法制の整備に向けた検討に併せて、金融・資本市場における公正な取引

を確保する観点から、米国の証券取引委員会（ＳＥＣ）を含む諸外国の事例等も参考

に、引き続き市場監視機能の強化等について検討すること。また、市場監視体制全体

としての効率性を確保するよう、行政及び自主規制機関等の検査等の在り方について

も検討を行うこと。 

一 次期法改正に際しては、来たるべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、

高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。 

  右決議する。 


